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  当社は、2026 年５月 15 日開催の取締役会において、自己株式の処分について下記の

とおり決議いたしましたので、公告いたします。 

 

記 

 

１. 処分する株式の種類及び数 

   普通株式 １５０，０００株 

 

２. 処分価額 

   １株につき金 104 円 

 

３. 払込日 

   2026年６月１日（月） 

 

４. 処分方法 

   株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）に対して割り当て処分する。 

 

                                   以上 

 


